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協同労剛＝暮づく而民事業の協同組合

労働者協同組合法案の骨子（素案）

協同総研・労協法小プロジェクト

はじめに 骨子を作成した理由

　この骨子は、「労協法案」第1次案（連合会

案）の改定素案を素材として、その内容を一

定の水準で抽象したものです。改定素案につ

いての詳しい解説は所報第96号に譲るとして、

ここでは、骨子について簡単な解説を加える

こと、同時に、当該の内容に関連して既存の

法律では何ゆえに問題があるのかを必要最小

限の範囲内で明らかにすることにします。

　骨子は、「要件」と「効果」とに分けました。

「要件」に「素案」第4条で規定された「事業」

を掲げるべきかどうかについては、最後まで

問題として残りました。「連合会案」では、事

業をすべて必須事業としていたのに対して、

「素案」では、事業体の規模が様々でありうる

こと、業種によっては「福祉」を必須事業と

はしにくいことなどに鑑み、必須事業と任意

事業とに分けられた、という経緯があり、「要

件」に掲げる理由が薄まりました。しかし、

今後の議論をまつこととします。

　「要件」は労協の姿を、「効果」は労協の制

度的認知の方法、労協法によって保障される

べき重要な事項を列挙したものです。わたく

し達は、これらの双方が充たされる労協法の

制定を望んでいます。

　二つあります。それは、一つには、準備中

の「労協法の制定を要求する市民会議」にお

いて、労協法またはワーカーズ・コープ法等、

名称はともあれ、市民による仕事起こしの法

律の制定を願い、またはその成立を支援する

人々により、内容について広く御議論をいた

だくための素材を整理することでした。

　二には、直接の法制定の運動とは別個では

あっても、その運動の裾野を広げる意味を有

する労協や事業団の現場において、労協とし

ての事業経営を見つめなおす一つの基準を参

考として提示する、というものです。

諸要件

1．冒頭に労協の事業の本質を掲げました。協

同労働の協同組合の目的です。それは、ある

事業分野、業態に特定されることなく、人と

地域に役に立つそれぞれの仕事を通じて、仕

事を起こし、拡大する、ということに示され

ます。

　これは、今一つの市民事業の協同組合、つ

まり、生協と労協とが区別される最大の根拠

になります。生協は、「組合員の生活の文化的

経済的改善向上」（消費生活協同組合法第2条
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第2項。以下、「生協法」）を消費の局面で図る

ことを目的にしています。つまり、消費者の

協同組合ということになります。

　労協が「人と地域に役立つそれぞれの仕事」

というときに、「ボランティア活動をはじめと

する市民が行う自由な社会貢献活動」（特定非

営利活動促進法第1条。以下、NPO法）との違

いがないかのような印象を持たれることがあ

ります。労協という仕組みの中で協同労働に

よる就労は、「杜会貢献活動」の側面を合わせ

持っているからです。しかし、違いは、その

側面が労協の事業活動として必然的に表れる

のであって、NPO法で分野の特定された公益

的活動の性格を言うものではない、というこ

とです。この違いは、また、主体の規定にお

いても提示されています。労協法案では「労

働者等市民」、NPO法ではボランテイアという

ことになります。

　「労働者等市民が協同労働に従事する」とい

う脈絡で、中小企業等協同組合法（以下、「中

協法」）の目的規定中に「協同して事業を行う」

との言葉があることをもって、双方の近似が

言われることがあります。しかし、同法の

「目的」（第1条）は、大企業優位の市場におい

て、協同して働く者に対しても「公正な経済

活動の機会」を確保させようとする競争秩序

の維持を言圓うものであって、反独占政策を支

える協同組合法一般に通底する内容を示した

にすぎません。この近似については、次でも

触れることにします。

2．第2の要件は、労協の定義に関わるものです。

「共同で出資して設立すること、議決権の平等

に基づく民主的手続き」というくだりは、他

の協同組合法と共通する「組合基準」に該当

します。しかし、「協同して事業を行い、協同

して労働し、労働の成果について共同で決定

し、管理する」という箇所は労協が働く者の

協同組合であることを明確にするものです。

　働く者が出資をし、協同して労働し、共同

で経営する、この三つを同時に充たすことが

労協に必要不可欠の構造となります。または、

端的に「働く者が経営もする協同組合」と一

括することもできます。

　ところで「中協法」に掲げられる企業組合

の構造に労協が類似すると観測されることが

あります。同法では、当該の協同組合を概括

して「事業を行う者、勤労者その他の者が相

互扶助の精神に基づき協同して事業を行う」

（第1条）と規定しています。しかし、組合員

が個人から成る企業組合は、働く者が経営も

する仕組みを保障するものではありません。

同法では（第9条の11、第1項及び第2項）、原

則として、働く者で経営にも参加できる者

（従事組合員）は、当該経営の総関与者（出資

のみの組合員、従事組合員、被庸者）中の2／5

でしかありません。場合によっては、1／4とい

うことも排除されません（同第3項及び第4項）。

これは、働く者の相当数が雇用されて働く者

であっても良い、ということです。

　これでは、企業組合は協同組合性を加味し

た営利企業になりかねません。

　因みに、現行の仕組みの下での企業組合に

ついては、その36％程が株式会社、有限会杜

への組織変更を望んでいるという数値があり

ます。これは、協同組合的運営の煩わしさ、

資本充実の要求などが理由とされています

（中小企業全国中央会、平成11年3月調査より）。

　NPO法は非営利性の要件を、剰余の分配を

禁止するということに求めます。だから社員

総会における社員の共益権の行使は、その自

益権を保障せず、これでは、「労働の成果につ

いて共同で決定し、管理する」労協の構造要

41



r~~m~~ ~~t~~~!J~~~:~*~ (7) e e e e 

eeeeoeeeeeeoe e 

f~~)-O~~~ ･ 7t < ~ty ~ 7 - ~ tL~~t~u. 

3. ~~3a)~:f~I~. ~;~~~0)~4~~~~~~1~,r~~~f~~~~t~ ~ 

o)~~ ~Il<~~I~~~-~~~~~~~ (~~L~~~:) ~~) 

~2;5 ,~ ~ ~ ~ ~~~f~T~~*iC,~*~~~ov* cly* ~ ~. 

c~!1 < ~~J~~ ~ IX~IJ ~ ~ ~* ~~F~,~~t. 

~~~ ec~~=-~~D~ ~ f~~ v*~~~>"~L~~~~, ~ ~4~~~~~~"~~~!1 < ~ 

~~~-;~E-~EE*~~~~=--"~g*~)b~L~t. L~>L~ ~ 

~Li~~ ~~~~~~~;~lf~~~;4~~ dll Lf_- ~ . ~~;t~ 

L7*- ~ ~~ ~ ~ ~i"~=~~ ~ ~)~}~2~) ~ ~~t~u. 

~J < ~~~>~~>'~L~~: Ic t~~ ~ ~ ~ ~~~4~~~~~~q)1~~~U j~~> 

~~t. Lt*-~~~c~ 1/5~~~~'~~~~~~6~~~~~ 

~f~P~t ;~ ~> ~~ ~･ec~ly*cl~. A. ('~~~a)~~,-･-"~~-^" 

~~t~;~i~. ~]R~iC. ~t~~~"~l~~~:. ~LI~~>"~l~~~. 

r~U;~lJ ~,"~l~J~,~> b~~~~ ~; ~L~~;~~~~~/;~~~~~I'~~L 

~~~)~~Lc~*~~. ;~a)~~E~li~. v*< O~> 

~5 ~ ~~. 

~~~~>"~L~~~~:~)~U~~I~~ ~~~f*+~e~~)~"~L~~~~: ~; 

~~*~~~>~--~-~"*~5~ ~ v* ~ ~ ~ ~>. 7~:~~~~;~cJ~ 

a)4~~0)~~E~I ~~t~~~~~~ ~:~~n~ L 7~ ~ q) (7)~"~~~~~, iC 

'*"~ ~ 7~ly*~v*~ )~~,~!*.-;~~f*- ~ o)~t. ~ 

7*-. 4 ~ ,) 7~) r~i~~.~~t~~~l~>"~L~~i~~J (1991~F 

~~~) ec~3v*~ ~~;)~~~tf*-~~)~'~~*~!~~]4~Ic ~ 

~ ~kl~ ~ ly*･ /~~ii~~~1~;~~ ~ ~ ~f7~~)~ ~ ~5 

~ ~T~. 

r~U~~J *~~L~~~:Icov.cl~ "~4~~~~y~~~v*~ 

r~1J;FIJ ~f~~~)~~t~;~. ~ly+~ ~ ~~>~~~~Li~ 

~---･~)~~~~~;~1~~>~lt~~v*;~~~I~~. IET~rL~L. ~f~~q) 

~~~iC~ET~~Ucv*~~f~f~t. L~*L. ~~f 
l~. ~!u~i~. A)1-"-･~~~ ~t-k~)~~;~~xe~~)~~. ~~ 

t~;a)~~~fec~:~I L~~:~i~~:~t~!~8~ lcL~,~i~ L ~ ~ 

~.*~!../_- ~ ~ }c~"~:~~~~: ~ t~~~L~~ ~v･~ ~ ~ 

~t. ~- k~)~ ~;~U;~1 L ~ ~ ~ ~J~)~~~~"~A" 

~~:Ict~: ~ f~~c~~Ll~t~~ ~ t~:ly*. ~ ly*~ ~:~~~l~ 

~5 ~ ~~t~u. 

Lf*-~~~c. ~q)~l~~~~~If~c+~~lA*~:~~:~:I~. 

4 ･ ~-;~~~~~l~f4~~Jief~~ ~. ~~~~: 
~~(7)'f~~~~ ~: ~~ ~)~tt~O ~t~1~) ~~ ~, f*~ ~> ~t f*-~ 

*~~L;;~~)~~~,*f,~t~~;~ ~ v･. f*- t ~ ~ f~]~~ Lc 

v* ~ T~. 

4. ~i~4~)~:(~I~. r~~~~e~~:f~J ~ ~~~~~^ 

~ ~~)~~~. ~tLl~. ~~i:~Ea)ICA;~~~Ua)~~3 : 

~="~LA.~~a)~t~~~~~_.._..~D~:~~~;o) r~B~J ec~~+･c 

=~~~~4~ ~t*- ~ ~)~~. O ~ ~ . ~~10)~:f~~ i~. 

~f ~T~~*~~0) ~~14~ Ic ~) ~ F~l*~~ ~. 

r~~~~~~J ~;~~v*~~~~o)~~l~,"~iA*~~~i~. 

~,"~L~~,~~: o)~~=F~ q) t*~ ~ ~)~~~~)~:;~~L'~*/ C ~i4~~~~ 

~Cv,~~ (~tt~;~~~~51~s~~4~i. J~*'='t~~~~~~51 

r~:~~;J (~~57~~) ~l~. ~i't~~~l*~~LA" ~)7~~~~ 

~~t~4~~~~~"~U~l}~~~~+~~. ~~=F~~~""*~~*~~. ~'~'~*~~~~~~: 

~~~ ~:~f ~~*~Ua)~~~~~~ ~ L ~ ~~~~L~** ~ ~ ~;~~ 

~;~~-~)Cv*~~. 

;~E~)~"~LA* ~: Ic~t L C~~~El~~ ~ ~ ~;~~~~ L 

cv*~t. r~!~~J ~l~. J~~ti~. r~~~4~4~~~1~=~~= 

~J (~~4~i~~~11~~~0~~) ~;~~i~)c4~b~L~~ 

~ }cf~~.cv*~~. ~tLl~. 4t~:~~~ Lo)~"~ 

~l~>"~~~~v*~~~~~a) r~~~J }c~*'>~L~~. 

~t~~*~Udll~~'IL~'*~~1~. )~~~~~~ ~ . ~~t~~~~) 

~~t4t~;t~~ j~q)~~~ ~ ~~1 ~~~o)4'*~~U ~ ;~ f,_- L 

~~. ~~~*~~~8~1~~~,~~*~Ef~. ~~~*~~~~l~~~~,~~}c~~ 

;~~~:~L7t~~)~T~. ~ol~a)~~~~+~~I~. ~: 
~{'~"' iC J~ a)~~~~, ~ ~~~Ut ~ ~ ~ ~=~1~T~~~* ~ ~ ~>. 

~o)4ti~ec. r~~;J (~~4~~) ec~~ef~~:~i~-~ 

< ecl~~~:~1~: ~ ~; ~t ~ ~~~~~~'~･"~k~1~~- ~ a)~ 

~t~~]~dZ･~:~~~~) ~ . ~~4~s~~~･~9~~~~1~~(~) 

42 



●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

仕方を再検討することが課題となっています。

　ここで挙げられた各種の積立金は「非営利

協同基金」と称されています。それは、その

使途が、いずれも、それを積み立てた組合員

だけではなく、将来の組合員（「就労希望者」）

を含めて直接に社会的な使途を予定されてい

るからです。

　「不分割」と規定する意味は、組合員の問

で配分されないということ、従って、組合が

解散する場合には他の、目的を共有する団体

に譲渡される、ということを意味します。

　この不分割の非営利協同基金は、わが国の

協同組合法にはなじみのないものです。多角

的な検討を必要とすることでしょうが、現在

のICAの第7原則を実効ある原則とする一つの

仕組みと言えると思います。

各種の効果

5．骨子の第5は、労協の設立手続きにかかわる

ものです。既存の協同組合法では、組合の設

立は認可によって承認されます。ところで、

NPO法に基づく法人は認証によりその設立が

認められます。

　認可と認証の相違は、行政の裁量の余地の

存否に求められます。NPO法では、発起人に

より提出される書面が、設立認証の基準（第

12条第1項）に合致しているかどうか所轄庁が

審査し、合致していれば必ず設立を認証しな

ければならない、としています。各種の協同

組合法では、設立の認可を求めて提出される

書面の合法性の審査のみならず事業の目論見

に関する審査が予定されています。つまり

「その組合が事業を行うに必要な経済的な基盤

を欠く等その事業の目的を達成することが著

しく困難」（生協法第58条、農協法第60条第1

項第2号では「その事業が健全に行われず、且

つ、公益に反する」）と判断される場合には、

認可をしなくてもかまいません。目論見審査

の対象となる内容に異存はないにしても、行

政の裁量の余地がここに残されているという

ことです。

　「素案」では、認可を掲げた「連合会案」

に代えて、NPO法により開かれたこの認証主

義を採用しています。行政と市民との新しい

関係を示すものだからです。

6．協同組合の運営・管理という統治の構造を

めぐる基本的立場がここに示されています。

　「素案」（第3章　管理）は、組合の機関関

係を民法準拠の「連合会案」に代えて、原則

として商法準拠、小規模の組合にあっては民

法準拠も可とする立場を取っています。

　生協法は民法（ただし、所轄庁の手になる

模範定款は、商法）に、農協・水協法は商法

に準拠しています。NP0法も「中協法」によ

る企業組合法人も民法に準拠しています。

　原則として商法準拠としたのは、理事会

（意志決定・代表理事の職務の執行監督）、代

表理事（職務執行者）、総（代）会（最高の意

思決定機関／立法機関）、監事（会計監査、職

務監査）という権限分割と牽制の機構を労協

に組み込むことが、民主的な管理、運営を保

障する礎になるからです。大規模な組合にあ

っては、合わせて員外理事・監事を採用し

「公開性」、「透明性」を図ることとしています。

小規模の組合にあっては、もともと民法準拠

が利便ということで、理事、総会、監事制と

しました。

7．上に挙げた「要件」の第4を裏打ちする要求

です。これは、企業組合を除外して広く協同

組合に対して保障されている「留保所得の特

別控除」（租税特別措置法第61条）の制度を
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「非営利協同基金」に拡張適用する、または労

協については「非営利協同基金」と読み替え

る運用条項を新たに起こすことで既存の制度

の範囲内で技術的に対処可能な要求です。

　当該の留保（「素案」で規定する非営利協同

基金）は労協法の仕組みでは一種の公共的蓄

積の性格を帯びる以上、不当な要求にもあた

りません。こういった性格の「留保所得」に

当たる「非営利協同基金」が、損金として扱

われることについては法律の変更を要しませ

ん。

8．協同組合は自助組織です（例。生協法第2

条等「組合基準」）。しかし、労協は、自助

（自益権）だけではなくコミュニテイに奉仕す

ることを「目的」（「素案」第1条）、「組合基準」

（同第3条。ただし、⑤は不十分な規定です）、

「事業」（同第4条）において表明しています。

したがって、事業の外縁または延長上にでは

なく、その誕生のとき以来、杜会的な協同組

合であることを明確にしているわけです。

　これは、グローバル化がもたらす「排除」

に対抗しようとして、協同組合運動がめざし

ている社会的連帯を制度的に固めるものとな

っています。

9、表題についての論議が未了であって、必ず

しも適切とは言い難いのですが、主旨（「素案」

第9章　監督）は、組合の運営に不都合が生じ

たときに、組合員が所轄庁による監督を請求

することができること、そして、監督手続き

は、行政の公開という流れに沿って原則とし

て公開されなければならないこと、これが、

ひいては、組合の事業の公共性を組合員自身

が確保する最後の手段となる、ということです。

最後に

　ここで解説した内容は、所報第96号で菅野

主任研究員が示した「「労働者協同組合法第一

次案・改定素案」の基本的な考え方」に原則

的に依拠しています。一部において表現が違

っていたり、考え方あ違いもあるかもしれま

せん。そういった箇所を含めて、「骨子」自体

のより正確な、より充実した、そして、より

簡潔な表現をめざす今後の多面的かつ多角的

な検討の材料にも成り得ていれば幸尽です。

協同労働に墓づく市民事業の協同組合：労働者協同組合法案の骨子（素案）

この協同組合法は、以下の内容を有する○○○協同組合（仮称）に法的人格を与える。

〈事業目的要件：協同労働による仕事起こし）

1．労働者等市民が協同労働を通じて白発的に就労の機会を創出・拡大する

（組織要件：国際的な協同組合原則に墓づく協同労働の協同組合）

2．働く意思と能力のある労働者等市民が共同で出資して設立し、議決権の平等に基づく民主的
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手続と自己責任により協同して事業を行い、協同して労働し、労働の成果について共同で決

定し、管理する

（組合員要件：組合員の労働音性と複合性）

3．組合員は主として従事労働者からなり、従事労働者は原則として組合員からなる。併せて、

　地域に必要な事業を起こせるよう、事業目的に賛同する市民や地方公共団体を含む出資者も

　組合員になれる

（社会的要件：「社会に開かれた協同組合」）

4．組合が、就労機会の拡大、教育研修、福祉の向上に貢献できるよう、剰余のうちより不分割

　の「非営利協同基金」を積み立て、管理・運用する協同組合であること。

この法律によって

（認証による設立）

5．上記の諸要件を満たす協同組合が規模の大小を問わず認証により設立される。

（組合の社会的貢任を確保するガヴァナンスの整傭）

6．組合の管理は、「組合貝」の権利と利益とを社会監査、社会評価の制度を含めて「公開性」、

　「透明性」の原則に基づいて、原則として商法に準拠して確保することを可能にし、他方で小

　規模の組合においては民法準拠によることも排除しない。

（就労機会の自主的拡大を支援する政策的実効性の保障）

7．「租税特別措置法」で中小企業等協同組合、農協等に保障されている非課税積立金を「非営

　利協同基金」に援用することにより、「杜会的に開かれた協同組合」の持続的活動を保障し、

　その厳密な自主運用を規制することができる。

（市民と地方公共団体との福祉を軸とする協同）

8．地方公共団体と協同して新しい福祉杜会をめざす協同組合の使命、役割が明確になる。

（事業の公共性を保障する制度への組合員の関与）

9．組合と行政庁との関係において、組合員による発議の外、行政の公開性の原則に基づく監督

　手続を規律することによって、事業の公共性に組合員が積極的に貢任を負うことができる。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上のような効果を保障できる法律であること。
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